
【段階確認の運用について】 

 

工事監督の主たる目的である“契約の適正な履行の確保”を図るため、「土木

工事共通仕様書」３－１－１－５に基づき『段階確認』を実施しているところ

であるが、この『段階確認』が合理的かつ確実に実施されることにより、所謂

“粗雑工事の防止”、“工事目的物の品質の確保”がなされるよう、「土木工事共

通仕様書」等に規定されている事項と合わせて遵守すべき『段階確認』の手続

きについて以下のとおり示すものとする。 

 

１．段階確認の項目及び時期 

 

「土木工事共通仕様書」３－１－１－５に規定されている各項目、時期に

より実施するものとする。また、所定の段階確認を経ずして次の工程には移

れないことが基本である旨、徹底を図る。 

受注者及び監督員は、工事着手に先立ち実施する打合せにおいて、当該工

事で必要な段階確認項目等について確認を行なう。 

 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-5 6 項(1)） 

受注者は、表３－１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければ 

ならない。               

 

 

２．段階確認にかかる日時調整の協議 

 

段階確認の日時調整は、受注者からの「工事打合簿」により事前に協議す

るか、もしくは、受発注者間でファクシミリまたは電子メール等を用いて行

ない、受注者は段階確認時に出来形管理表等と伴にその経過が分かる資料を

監督員へ提出すること。 

 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-5 6 項(2)） 

受注者は、段階確認を受けるにあたり、書面、ファクシミリまたは電子メール等により、監

督員と日時調整しなければならない。なお、ファクシミリまたは電子メールによる場合には、

その経緯が分かる資料を段階確認時に監督員へ提出しなければならない。 
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３．社内検査の実施 

受注者は段階確認前に必ず社内検査を実施し、社内検査結果を「出来形管理

表」等に取りまとめ、段階確認時までに工事打合簿に添付して監督員に提出す

る。但し、出来形管理表を作成しない段階確認項目については、受注者の自主

管理様式などを利用することとする。なお、これに加えて重要構造物の配筋に

ついては別途「配筋チェックシート（参考様式）」も作成し、監督員に提出する。 

（→ 「特記仕様書」にて明示） 

４．段階確認の実施 

監督員は受注者から提出された出来形管理表等により段階確認を行うことと

する。 

段階確認終了時は受注者の管理する「段階確認表」に合否の記入と署名等を

行うこととする。 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-5  6 項(3)）

受注者は段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成時

までに監督員へ提出しなければならない。

５．段階確認を机上で行う場合 

監督員はやむを得ない理由等により臨場出来ない場合は、段階確認を机上で

実施することができる。 

机上とした場合においても「土木工事共通仕様書」の規定に基づき実施する

ものであり、日時調整や社内検査等の手続きについては臨場による段階確認と

同様の扱いとする。 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-5 4 項） 

監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを

得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-5 7 項） 

監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。

この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を

受けなければならない。 
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６．現場技術員が臨場する場合 

土木工事共通仕様書３－１－１－４に規定された「現場技術員」が臨場す

る場合は、同仕様書や契約約款等の規定を遵守すること。 

（土木工事共通仕様書 3-1-1-4(1,2)） 

（１） 受注者は、現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し、立会を行う場合に

は、その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、

データ、図面等）の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなけ

ればならない。

（２） 現場技術員は、契約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協

議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員か

ら受注者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがあ

る。

また、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通

じて行うことができる。 

（現場技術業務共通仕様書第 2002 条 2） 

一 受注者※1は、使用材料(支給材料等を含む)について設計図書との照合を行い、そ

の結果を報告するものとする。 

二 受注者※1は、施工状況(段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を

報告するものとする。

三 受注者※1は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を

行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事受注者※2に伝えるとともに、そ

の結果を報告するものとする。

四 受注者※1は、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報

告するものとする。 

７．段階確認履行時の内部復命の実施 

監督員は段階確認時に提出された工事打合簿に合否結果を記入し、速やか

に復命を行うものとする。なお、問題等があった場合は、上位監督員に報告

するなどして、速やかに必要な処置を講ずること。 

※１ 受注者とは、現場技術員をいう

※２ 工事受注者とは、現場技術員が照合等を行う工事の受注業者をいう
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特記仕様書の記載例を次のとおり示すが、記載内容については、工事の種類

や規模に応じて工事毎に定めること。  

【特記仕様書記載例】

第○○条 段階確認等

段階確認にあたり、受注者は共通仕様書によるほか、次によるものとする。

１）社内検査の実施

段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされ

ているか確認すること。また、社内検査資料を整理し、監督員から請求があった

場合は提示しなければならない。

２）段階確認時の注意事項

段階確認においては、出来形管理表等を作成し、監督員に提出すること。また、

○○工の配筋状況の確認時には配筋チェックシ－ト（参考様式）を作成し、併せ

て提出すること。

３）その他

配筋チェックシ－トについて、監督員の承諾を得た場合は、受注者の様式により

管理できる。
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段階確認に関する書類等の取扱について 

（参考） 
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

発注前 

【設計書作成時】 

工事着手前 

段階確認の項目

及び時期の確認 

○特記仕様書による段階確認の取扱を明示。

○段階確認項目に追加すべき項目があるか確認する。

○工事着手に先立ち実施する打合せにおいて、当該工事で必要な段階確

認項目等について確認を行なう。 
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

段階確認にかかる

日時調整の協議 

 

＜書面で行う場合＞ 

 

 

 

 

○臨場可能な日時を回答する。 

＜書面で行う場合＞ 

○段階確認の日時調整を書面で行う場合、工事打合簿により事前に協議

する。 

 

 

 

7



段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

段階確認にかかる

日時調整の協議調

整 

＜ファクシミリまたは電子メール等で行う場合＞ 

○協議について回答（返信）する。

＜ファクシミリまたは電子メール等で行う場合＞ 

○受発注者間でファクシミリまたは電子メール等を用いて日時調整を

行なう。 

○それらの記録を段階確認時までに監督員へ提出する。
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

社内検査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段階確認前に必ず社内検査を実施し、社内検査結果を「出来形管理表」

等に取りまとめ、段階確認時までに工事打合簿に添付して監督員に提出

する。但し、出来形管理表を作成しない段階確認項目については、受注

者の自主管理様式などを利用する。（ファクシミリまたは、電子メール等で日

時調整を行った場合は、段階確認時の工事打合簿に日程が決まった経過を添付する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※監督員の指示により机上とする場合は写真を用意する。 

自主管理様式、 

その他必要図面等 
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

社内検査の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○重要構造物の配筋については別途「配筋チェックシート（参考様 

式）」も併せて作成し、監督員に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実測値を記載した配筋図等を添付する。 
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

段階確認の実施 

 

○提出された出来形管理表等により段階確認を行う。 

出来形管理表を作成しない段階確認項目については、受注者の自

主管理様式などを利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段階確認終了時は受注者の管理する段階確認表に合否の記入と

署名等を行う。 

 

 

 

 

 

○段階確認表を用意する。 
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段階確認に関する書類等の取扱について（参考） 

時期 発注者 受注者 

段階確認履行時の内

部復命の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段階確認時に提出された工事打合簿に合否結果を記入し、速やか

に復命を行うものとする。 

なお、問題等があった場合は、上位監督員に報告するなどして、

速やかに必要な処置を講ずること。 
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段階確認に係わる様式記入事例 

（参考） 
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